
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札参加資格審査申請の手引き 
 

（建設工事） 

 

令和８・９年度追加認定分 

（令和８年 10 月１日認定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎県県土整備部管理課 

 

県内業者用 
宮崎県内に建設業法上の本店（主たる営業所）がある申請者の方 

宮崎県知事許可・国土交通大臣許可を問わない 
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Ⅰ 提出手続 

 

１ 対象業者 

(1) 知事許可業者 

宮崎県知事許可を受けた建設業者 

 

(2) 大臣本店許可業者 

     国土交通大臣許可を受けた建設業者のうち、宮崎県内に主たる営業所（本店）を置く者 

 

   ※  建設業法上の営業所とは 

      本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指すが、具体的には建設

業許可申請書別紙二(1)・(2)に記載する営業所のことをいう。入札参加資格審査の申請の前に、

必ず許可申請書別紙二の営業所を確認してください。 

 

２ 受付期間及び受付場所 

(1) 宮崎県知事許可業者 

     期間：令和８年７月 21日（火）から令和８年７月 31日（金）まで 

     場所：本店所在地を管轄する各土木事務所又は西臼杵支庁の総務課 

（受付場所の住所） 

宮崎土木事務所 総務課 〒880-0805 宮崎市橘通東１－９－１０ 

日南土木事務所 総務課 〒887-0031 日南市戸高１－１２－１ 

串間土木事務所 総務課 〒888-0001 串間市大字西方８９７０ 

都城土木事務所 総務課 〒885-0024 都城市北原町２４－２１ 

小林土木事務所 総務課 〒886-0004 小林市細野３６７－２ 

高岡土木事務所 総務課 〒880-2221 宮崎市高岡町内山３１００ 

西都土木事務所 総務課 〒881-0005 西都市大字三宅字下鶴９４５１ 

高鍋土木事務所 総務課 〒884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋中須ノ三３８７０－１ 

日向土木事務所 総務課 〒883-0046 日向市中町２－１４ 

延岡土木事務所 総務課 〒882-0872 延岡市愛宕町２－１５ 

西臼杵支庁 総務課 〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井２２ 

 

(2) 大臣許可業者 

     期間：令和８年７月 21日（火）から令和８年７月 31日（金）まで 

     場所：県土整備部管理課 建設業担当（宮崎県庁防災庁舎９階） 

（受付場所）〒880-8501 宮崎市橘通東２－１０－１ 
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３ 提出書類 

  Ｐ４「Ⅱ 提出書類一覧」を参照してください。 

(1) 申請する業種に格付け５業種（土木、建築、電気、管、舗装）を含む者 

     提出書類○（必須）、●（必須）、△（該当する場合のみ提出）、▲（該当する場合のみ提出） 

 

(2) 格付け５業種の申請をしない者 

     提出書類；○（必須）、△（該当する場合のみ提出） 

※ 申請業種に格付け５業種を含む者は県ＨＰの「等級格付について」もお読みください。 

 

４  申請書の綴じ方等 

提出書類はすべてＡ４サイズとします。（白黒印刷・カラー印刷どちらでも可） 

添付書類についてもすべてＡ４サイズに拡大・縮小コピーして提出してください。 

 Ｐ４「Ⅱ 提出書類一覧表」の一覧表の番号順に並べ、左側長辺に２か所穴を開けた上で、綴じ

紐により綴じてください。 

 なお、ファイル等に綴じたり、ステープラー（ホッチキス）等で留めたりしないでください。 

※ ただし、閲覧用はステープラー（ホッチキス）で留めてください。 

 

５ 提出部数 

正 本 １部 

   副 本 １部（副本は受付後に返却する。正本一式のコピーで可。） 

閲覧用  １部（様式第１号及び様式第４号）―ホッチキス留め 

       ※ 様式第４号は格付業種がある場合のみ。添付書類は不要 

 

   

 

 

 

 

 

 

    （イメージ図）    

     県内業者が格付業種の申請を    

     する場合 添付書類  

 技術者在籍状況……  

 県工事の工事成……  

 添付書類   

 技術等評価数値……        

 営業所一覧表    技術等評価数値……  

 

      

 

 

 

 様式1号 

申請書 

。 

。 

 

○○建設 

  様式1号 

］   申請書 

 

※コピーで可 

］ 

○○建設 

 

 

 

 

 

              

           正本・副本                                     閲覧用 

 

 

 

 

綴じ紐 
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６ 提出方法 

受付場所へ持参又は郵送してください。 

(1)持参の場合 

受付場所の開庁日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとします。 

(2)郵送の場合 

① 封筒に「入札参加資格審査申請書在中」と朱書きの上、一般書留等、記録が残る 

配達方法にて送付してください。 

  ② 上記「５ 提出部数」の部数（正本１部、副本１部、閲覧用１部）を送付し、受付後に返

送する副本の返信用封筒を同封してください。 

    ※返信用封筒には、返信用切手（副本の送付が可能な金額）を貼付してください。 

  ③ 上記「２ 受付期間及び受付場所」の期間中に送付してください。受付期間中の消印があ 

るもののみ有効とします。 

    ④ 書類不備等により入札参加資格の認定を受けられない場合があるので、郵送の際は、提出

書類に漏れがないよう特に御注意ください（漏れがあった場合、入札参加資格は認定しませ

ん）。 

 

７  認定の時期、有効期間 

(1) 資格認定日 

     令和８年 10月１日 

 

(2) 有効期間 

     令和８年 10月１日～令和 10 年３月 31日（１年６か月間） 

 

８ その他 

(1) 提出書類のうち、宮崎県で独自に様式を定めているものについては、県が示した様式を使用し 

てください。指定様式以外を提出した場合は書類不備として取り扱うので注意してください。 

なお、様式は宮崎県ホームページからダウンロードできます。 

 

(2) 会社パンフレットなど、必要提出書類以外の書類は提出しないでください。 

 

(3) 提出書類に記載された内容に明らかな誤りがある場合等、申請者に通知せず、職権で書類の 

訂正を行うことがあります。 

 

(4) 申請書の閲覧 

     格付け５業種（土、建、電、管、舗）の入札参加資格審査の申請をする者については、「入札 

参加資格審査申請書（様式第１号）」及び「技術等評価数値確認総括表（様式第４号）」を、 

格付け５業種の申請をしない者については、「入札参加資格審査申請書（様式第１号）」を公衆の 

閲覧に供します。 

閲覧開始時期は、入札参加資格の認定日以降とし、閲覧場所は県土整備部管理課閲覧室とする

予定です。 

 

９ 問合せ先 

   宮崎県県土整備部管理課建設業担当 電話番号：０９８５－２６－７１７６ 
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Ⅱ 提出書類一覧 

 

ID 知事 大臣本店
① ○ ○
② ○ ○
③ ○ ○
④ ● ●

● ●
建災防加入証明書の原本 ▲ ▲
建設機材の契約書・特定自主検査記録表の写し　※舗装のみ ▲ ▲
公共職業安定所に提出した障害者雇用状況報告書の写し ▲ ▲

⑥ ▲ ▲
▲ ▲

合格証明書・資格者証の写し ▲ ▲
監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証 ▲ ▲
実務経験者名簿(経営事項審査用) ▲ ▲
社会保険標準報酬決定通知書の写し又は源泉徴収票の写し ▲ ▲

▲ ▲
社会保険標準報酬決定通知書の写し又は源泉徴収票の写し ▲ ▲
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）の写し ▲ ▲
不当要求防止責任者講習受講修了証の写し ▲ ▲

▲ ▲
（添付書類） 社会保険標準報酬決定通知書の写し又は源泉徴収票の写し ▲ ▲

▲ ▲
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し ▲ ▲
社会保険標準報酬決定通知書の写し又は源泉徴収票の写し ▲ ▲
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）の写し ▲ ▲

▲ ▲
（添付書類） 表彰状の写し ▲ ▲

▲ ▲
地域貢献活動参加確認書の原本（第１２号） ▲ ▲
子ども１１０番・おたすけハウスへの協力状況について（第１３号) ▲ ▲
地域貢献活動申告書（自社独自活動分）の原本（第１４号） ▲ ▲
家畜防疫作業従事日数等確認書（第１５号） ▲ ▲
消防団員在籍状況確認書の原本（第１６号） ▲ ▲
社会保険標準報酬決定通知書の写し又は源泉徴収票の写し ▲ ▲
防災協定の締結状況等報告書（第１７号） ▲ ▲

▲ ▲
合格証明書・資格者証の写し ▲ ▲
実務経験者名簿(経営事項審査用) ▲ ▲
社会保険標準報酬決定通知書の写し又は源泉徴収票の写し ▲ ▲
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）の写し ▲ ▲

▲ ▲
（添付書類） 合併・営業譲渡契約書の写し ▲ ▲

⑮ ○ ○
⑯ ○ ○
⑰ ○ ○

⑱ △ △

⑲ △ △

⑳ ○ ○
㉑ ○ ○
㉒ △ △

提出書類総括表(県内建設業者用・その２)（第３－２号）

⑤

（添付書類）

地域貢献活動状況報告書（第１１号）

等級要件（技術者要件）確認表(第１８号)

書　　類　　の　　名　　称

（添付書類）

⑨
研修会等受講確認書の原本（第８号）又は受講修了証の写し

入札参加資格審査申請書（第１号）

営業所一覧表（第２号）

提出書類総括表(県内建設業者用・その１)（第３－１号）

⑦
（添付書類）

技術等評価数値確認総括表（第４号）

県工事の受注実績及び工事成績（第５－１～５号）

技術者・女性技術者の在籍状況報告書（第６号）

⑩
（添付書類）

雇用保険への加入を証する書類、完納証明書

（写し可。経審結果通知書提出で雇用保険「有」、「適用除外」の場合は不要）

若年者雇用状況・不当要求防止責任者講習受講報告書（第７号）

⑧
（添付書類）

⑭

⑫

⑬

⑪

消費税及び地方消費税納税証明書（その３関係）の写し

障がい者の雇用に関する報告書（第９号）

表彰受賞経歴・快適トイレ設置工事実績報告書（第10号）

（添付書類）

個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書（第２０号）

社会保険への加入を証する書類、完納証明書

（写し可。経審結果通知書提出で社会保険「有」、「適用除外」の場合は不要）

合併等に関する申告書（第１９号）

総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)の写し

県税納税証明書(全項目に未納がないことの証明)の写し

　　※　○＝全業種で必須、●＝格付５業種のみ必須、                                                

　　　　　　△＝全業種で該当する場合のみ提出、▲格付５業種で該当する場合のみ提出

令和６・７年度入札参加資格審査結果通知書の写し

業態調書（資本関係・人的関係にある企業情報に関する書類）（第２１号）
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Ⅲ 提出書類に関する注意事項 

 

１ 総合評定値通知書（経営事項審査結果通知書）について 

令和７年２月１日から令和８年１月 31 日までの間に審査基準日が属するもの 
 

 
＜申請書の提出時点で総合評定値通知書がない場合＞ 

申請書の提出時点で、経営事項審査の申請書（宮崎県知事許可業者は受付印のあるものに限る） 

の１枚目の写し（宮崎県知事許可以外の許可業者については受付印がなくても可）を提出 

※ 令和８年８月 31 日までに総合評定値通知書を得ていない場合には、資格を認定しません 

ので御注意ください。 
 

※ 建設業許可の業種追加を申請し、許可を得ている場合であっても、当該業種につ   

いて、審査基準日が上記対象期間内に属する経審結果通知を得ていなければ申請する

ことができません。 
 

※  法人の新設、合併時等の取扱いはお問合せください。 

 

２ 県税納税証明書について 

宮崎県の個人県民税及び地方消費税を除く全税目の徴収金（本税のほか、延滞金等を含む。）及び

特別法人事業税について未納がない旨の証明を受けること。（他都道府県の納税証明書は不要） 

なお、証明年月日が令和８年５月１日以降のものに限る。証明書は写しの提出でもよい。 

 

県 税 納 税 証 明 の 取 得 

各県税・総務事務所 

名称 電話番号

宮崎県税・総務事務所 0985-26-7271

日南県税・総務事務所 0987-23-3771

都城県税・総務事務所 0986-23-4516

小林県税・総務事務所 0984-23-3194

高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213

日向県税・総務事務所 0982-52-4148

延岡県税・総務事務所 0982-35-1811  

 

３ 消費税及び地方消費税納税証明書（その３関係）について 

消費税及び地方消費税に未納がない旨の証明を受けること。 

 なお、証明年月日が令和８年５月１日以降のものに限る。証明書は写しの提出でもよい。 

 （証明書は、「その３」関係のみ受け付けます。その３の２、その３の３でも可です。その１、そ 

の２、その４では受け付けません。） 

消費税及び地方消費税証明の取得 

最寄りの税務署 

税務署名 電話番号 税務署名 電話番号

都城

宮崎 0985-29-2151

0986-22-4377

日南 0987-22-3671

延岡 0982-32-3301

小林 0984-23-3126

高鍋 0983-22-1373
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４ 社会保険完納証明書等について  

 令和８年７月改正後の経営事項審査を受審している場合及び経営事項審査の(4)その他の審査項

目（社会性等）の健康保険加入及び厚生年金保険加入のいずれかが「無」になっている場合、社会

保険料の完納証明等の書類を提出すること。証明書は写しの提出でもよい。 

 完納を証する期間は、基準決算日（R7.2.1～R8.1.31 の間にある決算日）以前１年間の保険料等

の完納を証する書類を添付すること。 
 
※ 令和８年７月改正前の経営事項審査結果通知書提出又は経営事項審査申請中で健康

保険及び厚生年金保険加入「有」又は「適用除外」の場合は不要。 

※ 社会保険に加入義務があるのは、法人及び従業員が５人以上の個人事業所となります。 

※ 次に該当する方の申請は受け付けることができません。 

     ・社会保険に加入義務がありながら未加入 

      ・社会保険に加入しているが一定期間内の保険料等に未納がある 

 

社会保険完納証明書の取得 

日本年金機構・各年金事務所 

名称 電話番号

宮崎年金事務所 0985-52-2111

都城年金事務所 0986-23-2571

高鍋年金事務所 0983-23-5111

延岡年金事務所 0982-21-5424  

 

５ 雇用保険完納証明書等について  

令和８年７月改正後の経営事項審査を受審している場合及び経営事項審査の(4)その他の審査項

目（社会性等）の雇用保険加入が「無」になっている場合、雇用保険料の完納証明等の書類を提出

すること。証明書は写しの提出でもよい。 

完納を証する期間は、基準決算日（R7.2.1～R8.1.31 の間にある決算日）以前１年間の保険料等

の完納を証する書類を添付すること。 

 

※ 令和８年７月改正前の経営事項審査結果通知書提出又は経営事項審査申請中で健康保

険及び厚生年金保険加入「有」又は「適用除外」の場合は不要。 

※ 雇用保険に加入義務があるのは、従業員（法人事業所では役員を除く、個人事業所では専従者 

等の同居親族等を除く）を１人でも雇用する事業所となります。 

※ 次に該当する方の申請は受け付けることができません。 

・雇用保険に加入義務がありながら未加入 

・雇用保険に加入しているが一定期間内の保険料等に未納がある 

 

労働保険料完納証明書の取得 

最寄りの労働基準監督署 

名称 電話番号
宮崎労働基準監督署
日南労働基準監督署
都城労働基準監督署
延岡労働基準監督署

0985-44-2915
0987-23-5277
0986-23-0192
0982-34-3331
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６ 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書について 

従業員から特別徴収して納付した個人住民税の領収証書の写しを添付すること。領収証書がない

場合は、次の内容について主たる営業所が所在する市町村から確認を受けること。（様式第１８号） 

   ・ 特別徴収を実施しているが領収証書がない場合…実施確認 

   ・ 特別徴収の対象者となる従業員等がいない場合…特別徴収対象者がいない確認 

   ・ 特別徴収を実施していない場合…今後は特別徴収を開始することについての誓約 

 

７ 業態調書（資本関係・人的関係にある企業情報に関する調書）  

本県では、資本関係又は人的関係がある複数の者について、同一入札への参加を制限しており、 

資本関係又は人的関係がある者の有無を把握するため、資本関係又は人的関係がある者の有無にか

かわらず、業態調書を提出してください。 

   資本関係・人的関係の基準は、以下の(1)から(3)のとおりです。 

(1) 資本関係 

     以下のいずれかに該当する二者の場合。 

    ① 親会社等と子会社等の関係にある場合 

    ② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

※ ただし、子会社等又は子会社等の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以

下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社

である場合は除く。 

   【親会社等・子会社等の定義】 

 会社及び会社以外の者が株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合におけ

る当該会社等（会社法第２条第４号の２の規定による親会社等。） 

 会社及び会社以外の者が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合にお

ける当該他の会社等（会社法第２条第３号の２の規定による子会社等。） 

※会社等…会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）その他

これらに準ずる事業体（会社法施行規則第２条第３項第２号） 

 

(2) 人的関係 

      以下のいずれかに該当する二者の場合 

① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

② 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第１項又は民事再生法第 64 条第２項

の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

※ ただし、①については、会社の一方が更正会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生

手続が存続中の会社である場合は除く。 
【役員の定義】 

① 会社の代表権を有する取締役（代表取締役） 

② 取締役（社外取締役を含む。ただし、委員会設置会社の取締役を除く。） 

③ 会社更正法又は民事再生法の規定により選任された管財人 

④ 委員会設置会社における執行役又は代表執行役 

    ※ 「監査役」、「執行役員」などは役員に該当しない。 

 

(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

       上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

 

 

 

親会社等 

子会社等 
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■ 業態調書の記入方法 

・ 業態調書の提出日時点での資本関係・人的関係の状況について記入してください。 

・ 上記２「資本関係・人的関係の基準」のいずれかに該当する者がある場合は、「該当あり」の□

に「レ」を記入の上、必要事項を記入してください。いずれの基準にも該当しない場合は、「該当

なし」の□に「レ」を記入してください。 

・ 宮崎県が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント等の入札参加資格審査を申請する者又

は入札参加資格を有する者について記入してください（申請者と資本関係又は人的関係がある者

であっても、その者が宮崎県の入札参加資格審査を申請しない、又は入札参加資格を有しない場

合は、記入は不要です。）。 

 

① 「１ 資本関係がある者」欄について 

    ・ 申請者が「親会社等」、「子会社等」又は「親会社等を同じくする他の者」を有する場合に

記入してください。 

    ・ 「親会社等」欄には、申請者の親会社等について、「子会社等」欄には、申請者の子会社等

について、「親会社等を同じくする他の者」欄には、申請者と親会社等を同じくする他の者に

ついて記入してください。 

② 「２ 人的関係がある者」欄について 

    ・ 申請者の役員が、他の会社の役員を兼ねている場合に記入してください。 

 

■ 記入上の注意 

・ 資本関係又は人的関係がある者の有無にかかわらず、業態調書を必ず提出してください。 

・ 業態調書に虚偽の記載や、記載すべき事項の記載をしていなかった場合には、入札参加資格停

止の対象となりますので、記載誤りや記載漏れがないよう確認の上、提出してください。 

・ 業態調書の提出後に資本関係又は人的関係に変更があった場合は、変更後の内容について業態

調書を作成の上、変更の事実が発生した日から２週間以内に宮崎県管理課に提出してください。 

 

８ それぞれの内容に関するお問合せ 

 

項 目 問合せ先 

建設業労働災害防止協会への加入証

明の取得 

建設業労働災害防止協会宮崎県支部 

 TEL  0985(20)8610 

個人住民税の特別徴収に関すること 各市町村の個人住民税担当課 

障がい者の雇用に関すること 最寄りのハローワーク 

 


